
江 田 島 市 住 宅 耐 震 化 事 業 補 助 金 交 付 要 綱  

令 和 ７ 年 ３ 月 ３ １ 日  

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  市 は 、 住 宅 の 耐 震 化 の 促 進 を 図 り 、 地 震 に よ る 倒 壊 等 の 被

害 か ら 市 民 の 生 命 、 身 体 及 び 財 産 を 保 護 し 、 災 害 に 強 い 都 市 構

造 を 形 成 す る こ と に 寄 与 す る た め 、 住 宅 の 耐 震 化 を 行 う 者 に 対

し 、 予 算 の 範 囲 内 で 江 田 島 市 住 宅 耐 震 化 事 業 補 助 金 （ 以 下 「 補

助 金 」 と い う 。 ） を 交 付 す る も の と し 、 そ の 交 付 に 関 し て は 、

江 田 島 市 補 助 金 等 交 付 規 則 （ 平 成 １ ６ 年 江 田 島 市 規 則 第 ５ ０ 号 。

以 下 「 規 則 」 と い う 。 ） に 規 定 す る も の の ほ か 、 こ の 要 綱 の 定

め る と こ ろ に よ る 。  

 （ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 そ れ

ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 (１ ) 補 助 対 象 住 宅  市 内 に 存 す る 木 造 の 一 戸 建 て の 住 宅 で 、 次

に 掲 げ る 要 件 の 全 て に 該 当 す る も の を い う 。  

  ア  昭 和 ５ ６ 年 ５ 月 ３ １ 日 以 前 に 着 工 し た も の で あ る こ と 。  

  イ  在 来 軸 組 構 法 、 伝 統 的 構 法 又 は 枠 組 壁 工 法 に よ り 建 築 さ れ

た も の で あ る こ と 。  

  ウ  専 用 又 は 併 用 住 宅 （ 住 宅 部 分 の 床 面 積 の 割 合 が 延 べ 面 積 の

２ 分 の １ 以 上 で あ る も の に 限 る 。 ） で あ る こ と 。  

  エ  現 に 居 住 の 用 に 供 す る も の で あ る こ と 。  

  オ  販 売 を 目 的 と す る も の で な い こ と 。  

  カ  同 一 の 事 業 又 は 江 田 島 市 が け 地 近 接 等 危 険 住 宅 移 転 事 業 補

助 金 交 付 要 綱 （ 平 成 ２ ９ 年 江 田 島 市 告 示 第 ２ １ 号 ） に 基 づ く

補 助 を 受 け て い な い こ と 。  

 (２ ) 耐 震 診 断  一 般 財 団 法 人 日 本 建 築 防 災 協 会 （ 以 下 「 協 会 」

と い う 。 ） が 発 行 す る 「 木 造 住 宅 の 耐 震 診 断 と 補 強 方 法 」 に

定 め る 一 般 診 断 法 又 は 精 密 診 断 法 （ 時 刻 歴 応 答 計 算 に よ る 方

法 を 除 く 。 ） に 基 づ い て 、 補 助 対 象 住 宅 の 地 震 に 対 す る 安 全



性 を 評 価 す る こ と を い う 。  

 (３ ) 簡 易 耐 震 診 断  国 土 交 通 省 住 宅 局 が 監 修 し 、 協 会 が 編 集 し

た リ ー フ レ ッ ト 「 誰 で も で き る わ が 家 の 耐 震 診 断 」 の 耐 震 診

断 問 診 表 に 基 づ い て 、 補 助 対 象 住 宅 の 地 震 に 対 す る 安 全 性 を

評 価 す る こ と を い う 。  

 (４ ) 耐 震 改 修 計 画 判 定 書  建 築 物 の 耐 震 改 修 の 促 進 に 関 す る 法

律 施 行 細 則 （ 平 成 ２ ６ 年 広 島 県 規 則 第 ４ ８ 号 ） 第 ４ 条 第 １ 項

第 １ 号 に 規 定 す る 耐 震 改 修 計 画 判 定 書 を い う 。  

 (５ )  耐 震 改 修 計 画  耐 震 診 断 の 結 果 、 上 部 構 造 評 点 が １ .０ 未

満 の 補 助 対 象 住 宅 を 、 耐 震 改 修 工 事 後 に ０ .３ 以 上 向 上 し 、

か つ 、 １ .０ 以 上 に す る た め に 必 要 と な る 補 強 計 画 で 、 建 築

士 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ０ ２ 号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る

建 築 士 （ 以 下 「 建 築 士 」 と い う 。 ） が 作 成 す る も の を い い 、

次 の い ず れ か に 該 当 す る も の を い う 。  

  ア  当 該 計 画 の 作 成 に 当 た っ て 協 会 の 木 造 住 宅 耐 震 診 断 プ ロ グ

ラ ム 評 価 制 度 の 評 価 を 取 得 し た 木 造 住 宅 の 耐 震 診 断 プ ロ グ ラ

ム を 利 用 し て 行 う も の  

  イ  耐 震 改 修 計 画 判 定 書 の 交 付 を 受 け た 補 強 計 画 に 基 づ き 行 う

も の  

 (６ ) 耐 震 改 修 設 計  耐 震 改 修 計 画 を 作 成 し 、 補 強 計 画 図 、 見 積

書 等 の 耐 震 改 修 工 事 に 必 要 な 図 書 を 作 成 す る こ と を い う 。  

 (７ ) 耐 震 改 修 工 事  耐 震 改 修 計 画 に 基 づ い て 行 う 工 事 で 、 建 築

士 が 工 事 監 理 す る も の を い う 。  

 (８ )  除 却 工 事  耐 震 診 断 の 結 果 の 上 部 構 造 評 点 が １ .０ 未 満 又

は 簡 易 耐 震 診 断 に よ る 評 点 の 合 計 が ７ 以 下 の 補 助 対 象 住 宅 を

取 り 壊 す 工 事 を い う 。  

 (９ ) 現 地 建 替 え 工 事  除 却 工 事 後 、 同 一 の 敷 地 に 新 た に 住 宅 を

建 築 す る 工 事 を い う 。  

 (10)  非 現 地 建 替 え 工 事  除 却 工 事 後 、 別 の 敷 地 に 新 た に 住 宅 を

建 築 す る 工 事 を い う 。  



 (11)  省 エ ネ 基 準  建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 ２ ７ 年 法 律 第 ５ ３ 号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 第 ３ 号 に 規

定 す る 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 基 準 に 相 当 す る も の を い う 。  

 (12)  居 住 予 定 者  耐 震 改 修 工 事 及 び 現 地 建 替 え 工 事 の 補 助 対 象

事 業 完 了 後 、 耐 震 改 修 工 事 に お い て は 補 助 対 象 住 宅 、 現 地 建

替 え 工 事 に お い て は 新 た に 建 築 す る 住 宅 に 居 住 を 予 定 し て い

る 者 で 、 実 績 報 告 の 時 点 に お い て 当 該 住 宅 に 居 住 し て い る も

の を い う 。  

 （ 補 助 対 象 者 ）  

第 ３ 条  補 助 金 の 交 付 の 対 象 と な る 者 （ 以 下 「 補 助 対 象 者 」 と い

う 。 ） は 、 次 に 掲 げ る 要 件 の 全 て に 該 当 す る 者 と す る 。  

 (１ ) 次 の い ず れ か に 該 当 す る 者  

  ア  補 助 対 象 住 宅 の 所 有 者 （ 除 却 工 事 又 は 非 現 地 建 替 え 工 事 を

行 お う と す る 者 で あ っ て 、 当 該 住 宅 に １ 年 以 上 居 住 し て い る

も の に 限 る 。 ）  

  イ  居 住 予 定 者 （ 耐 震 改 修 工 事 又 は 現 地 建 替 え 工 事 を 行 お う と

す る 者 で あ っ て 、 補 助 対 象 住 宅 の 所 有 者 の ３ 親 等 内 の 親 族 で

あ る も の に 限 る 。 ）  

 (２ ) 市 税 を 滞 納 し て い な い 者  

 (３ ) 江 田 島 市 暴 力 団 排 除 条 例 （ 平 成 ２ ３ 年 条 例 第 １ 号 ） 第 ２ 条

２ 号 又 は 第 ３ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 又 は 暴 力 団 員 等 で な い 者  

 (４ ) 補 助 対 象 事 業 完 了 後 も 江 田 島 市 内 に 居 住 す る 者  

 （ 補 助 対 象 事 業 ）  

第 ４ 条  補 助 対 象 事 業 は 、 補 助 対 象 者 が 補 助 対 象 住 宅 に つ い て 行 う

次 に 掲 げ る も の と す る 。  

 (１ ) 耐 震 改 修 設 計 及 び 耐 震 改 修 工 事 を 行 う も の （ 以 下 「 耐 震 改

修 事 業 」 と い う 。 ）  

 (２ ) 現 地 建 替 え 工 事 、 新 た に 建 築 す る 住 宅 の 設 計 及 び 工 事 監 理

を 行 う も の で 、 次 に 掲 げ る 要 件 の 全 て に 該 当 す る も の （ 以 下

「 現 地 建 替 え 事 業 」 と い う 。 ）  



  ア  省 エ ネ 基 準 に 適 合 す る も の  

  イ  土 砂 災 害 警 戒 区 域 等 に お け る 土 砂 災 害 防 止 対 策 の 推 進 に 関

す る 法 律 （ 平 成 １ ２ 年 法 律 第 ５ ７ 号 ） 第 ９ 条 第 １ 項 に 規 定 す

る 土 砂 災 害 特 別 警 戒 区 域 及 び 建 築 基 準 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第

２ ０ １ 号 。 以 下 「 基 準 法 」 と い う 。 ） 第 ３ ９ 条 第 １ 項 に 規 定

す る 災 害 危 険 区 域 の 外 に あ る も の  

 (３ ) 非 現 地 建 替 え 工 事 を 行 う も の （ 以 下 「 非 現 地 建 替 え 事 業 」

と い う 。 ）  

 (４ ) 除 却 工 事 を 行 う も の で 、 新 た に 居 住 す る 住 宅 が 耐 震 性 を 有

す る も の （ 以 下 「 除 却 事 業 」 と い う 。 ）  

２  補 助 対 象 事 業 の う ち 、 前 項 第 ２ 号 か ら 第 ４ 号 ま で に 掲 げ る も の

を 行 お う と す る 場 合 に お い て 、 補 助 対 象 住 宅 が 建 つ 敷 地 で 道 路

に 面 す る 箇 所 に ブ ロ ッ ク 塀 を 有 し 、 当 該 ブ ロ ッ ク 塀 に 倒 壊 の 危

険 性 が 認 め ら れ る と き は 、 そ の 状 況 を 改 善 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 補 助 金 の 額 ）  

第 ５ 条  各 補 助 対 象 事 業 に お け る 補 助 対 象 経 費 、 補 助 率 及 び 限 度 額

は 、 別 表 の と お り と す る 。  

 （ 交 付 の 申 請 ）  

第 ６ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 補 助 対 象 者 は 、 江 田 島 市 住

宅 耐 震 化 事 業 補 助 金 交 付 申 請 書 （ 様 式 第 １ 号 ） に 次 に 掲 げ る 書

類 を 添 え て 、 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 (１ ) 住 民 票 の 写 し （ 世 帯 全 員 の 氏 名 及 び 世 帯 主 と の 続 柄 の 記 載

が あ る も の に 限 る 。 ）  

 (２ ) 補 助 対 象 住 宅 に 係 る 登 記 事 項 証 明 書 そ の 他 当 該 住 宅 の 所 有

者 を 確 認 す る こ と が で き る 書 類  

 (３ ) 補 助 対 象 住 宅 に 係 る 建 築 確 認 通 知 書 の 写 し そ の 他 当 該 住 宅

の 建 築 年 月 日 を 確 認 す る こ と が で き る 書 類  

 (４ ) 耐 震 診 断 の 結 果 報 告 書 の 写 し  

 (５ ) 補 助 対 象 者 の 市 税 を 滞 納 し て い な い 旨 の 証 明 書 又 は そ の 写

し  



 (６ ) 補 助 対 象 住 宅 の 現 況 写 真  

 (７ ) 補 助 対 象 事 業 に 要 す る 費 用 の 見 積 書 又 は そ の 写 し  

 (８ ) 補 助 金 の 交 付 申 請 に 係 る 誓 約 書 （ 様 式 第 ２ 号 ）  

 (９ ) 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 事 業 計 画 書  

  ア  補 助 対 象 事 業 に 係 る 全 体 工 程 表  

  イ  補 助 対 象 住 宅 の 付 近 見 取 図 及 び 配 置 図  

 (10)  戸 籍 謄 本 そ の 他 補 助 対 象 住 宅 の 所 有 者 と の 親 族 関 係 を 確 認

す る こ と が で き る 書 類 （ 居 住 予 定 者 に 限 る 。 ）  

 (11)  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る も の  

２  第 ４ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、 倒 壊 の 危 険 性 が 認 め ら れ る ブ ロ ッ

ク 塀 に つ い て 状 況 の 改 善 を 行 お う と す る 者 に あ っ て は 、 前 項 各

号 に 掲 げ る 書 類 の ほ か 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 し な け れ ば な ら

な い 。  

 (１ ) ブ ロ ッ ク 塀 の 外 観 写 真  

 (２ )  ブ ロ ッ ク 塀 の 倒 壊 の 危 険 性 及 び そ の 改 善 方 法 を 示 す も の

（ 建 築 士 が 作 成 し た も の に 限 る 。 ）  

３  第 １ 項 の 申 請 を 行 う 補 助 対 象 者 で 、 申 請 を 行 う 日 の 属 す る 年 度

又 は 前 年 度 に お い て 既 に 江 田 島 市 木 造 住 宅 耐 震 診 断 事 業 に よ る

診 断 を 受 け た も の に つ い て 、 当 該 診 断 を 受 け た 際 に 提 出 し た 第

１ 項 第 ２ 号 か ら 第 ４ 号 ま で に 掲 げ る 書 類 の 記 載 内 容 に 変 更 が な

い 場 合 に あ っ て は 、 同 項 第 ２ 号 及 び 第 ３ 号 に 掲 げ る 書 類 の 添 付

を 省 略 す る こ と が で き る 。  

４  第 １ 項 第 ４ 号 の 規 定 に か か わ ら ず 、 現 地 建 替 え 事 業 、 非 現 地 建

替 え 事 業 又 は 除 却 事 業 に 限 り 、 簡 易 耐 震 診 断 の 結 果 の 写 し の 提

出 に 替 え る こ と が で き る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 前 項

の 規 定 は 適 用 し な い 。  

 （ 交 付 の 決 定 等 の 通 知 ）  

第 ７ 条  市 長 は 、 前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た 場 合 は 、 そ

の 内 容 を 審 査 し 、 適 当 で あ る と 認 め た と き は 、 江 田 島 市 住 宅 耐

震 化 事 業 補 助 金 交 付 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） に よ り 、 申 請 者



に 通 知 す る も の と す る 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 決 定 を す る に 当 た っ て 、 補 助 金 の 適

正 な 交 付 を 確 保 す る た め に 必 要 と 認 め る 条 件 を 付 す る こ と が で

き る 。  

３  市 長 は 、 前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た 場 合 に お い て 、

補 助 金 の 交 付 を し な い こ と を 決 定 し た と き は 、 江 田 島 市 住 宅 耐

震 化 事 業 補 助 金 不 交 付 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ４ 号 ） に よ り 、 理 由

を 付 し て 申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

 （ 耐 震 改 修 工 事 の 着 手 の 届 出 ）  

第 ８ 条  前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 補 助 金 の 交 付 の 決 定 を 受 け た 者

（ 以 下 「 補 助 事 業 者 」 と い う 。 ） は 、 補 助 対 象 事 業 に 着 手 し た

と き は 、 遅 滞 な く 江 田 島 市 住 宅 耐 震 化 事 業 着 手 届 （ 様 式 第 ５ 号 。

以 下 こ の 条 に お い て 「 着 手 届 」 と い う 。 ） を 市 長 に 提 出 し な け

れ ば な ら な い 。  

２  耐 震 改 修 事 業 を 行 っ た 補 助 事 業 者 に あ っ て は 、 着 手 届 に 次 に 掲

げ る 書 類 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  

 (１ ) 耐 震 改 修 設 計 、 耐 震 改 修 工 事 及 び 工 事 監 理 に 係 る 契 約 書 の

写 し  

 (２ ) 設 計 者 及 び 工 事 監 理 者 の 建 築 士 免 許 証 の 写 し  

 (３ ) 耐 震 改 修 工 事 後 に お け る 耐 震 診 断 の 判 定 値 （ 計 画 値 ） を 確

認 す る こ と が で き る 書 類  

 (４ ) 耐 震 改 修 計 画 に 係 る 設 計 図 書  

 (５ ) 耐 震 改 修 計 画 の 作 成 方 法 を 示 す 書 類  

 (６ ) そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

３  現 地 建 替 え 事 業 を 行 っ た 補 助 事 業 者 に あ っ て は 、 着 手 届 に 次 に

掲 げ る 書 類 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  

 (１ ) 現 地 建 替 え 工 事 、 新 た に 建 築 す る 住 宅 の 設 計 及 び 工 事 監 理

に 係 る 契 約 書 の 写 し  

 (２ ) 新 た に 建 築 す る 住 宅 の 配 置 図 、 平 面 図 及 び 立 面 図  

 (３ ) 新 た に 建 築 す る 住 宅 の 確 認 済 証 （ 基 準 法 第 ６ 条 第 ４ 項 の 規



定 に よ る 確 認 済 証 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 写 し （ 基 準 法 第 ６

条 第 １ 項 に 規 定 す る 確 認 を 要 し な い 場 合 に あ っ て は 、 基 準 法

第 １ ５ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 工 事 届 の 写 し ）  

 (４ ) 省 エ ネ 基 準 に 適 合 す る こ と を 確 認 す る こ と が で き る 書 類  

 (５ ) そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

４  非 現 地 建 替 え 事 業 を 行 っ た 補 助 事 業 者 に あ っ て は 、 着 手 届 に 次

に 掲 げ る 書 類 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  

 (１ ) 除 却 工 事 に 係 る 契 約 書 の 写 し  

 (２ ) 新 た に 建 築 す る 住 宅 の 付 近 見 取 図 、 配 置 図 、 平 面 図 及 び 立

面 図  

 (３ ) 新 た に 建 築 す る 住 宅 の 確 認 済 証 の 写 し （ 基 準 法 第 ６ 条 第 １

項 に 規 定 す る 確 認 を 要 し な い 場 合 に あ っ て は 、 基 準 法 第 １ ５

条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 工 事 届 の 写 し ）  

 (４ ) そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

４  除 却 事 業 を 行 っ た 補 助 事 業 者 に あ っ て は 、 着 手 届 に 次 に 掲 げ る

書 類 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  

 (１ ) 除 却 工 事 に 係 る 契 約 書 の 写 し  

 (２ ) 新 た に 居 住 す る 住 宅 の 検 査 済 証 （ 基 準 法 第 ７ 条 第 ５ 項 の 規

定 に よ る 検 査 済 証 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 写 し そ の 他 耐 震 性

を 有 す る こ と を 確 認 す る こ と が で き る 書 類  

 (３ ) そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

 （ 変 更 等 の 承 認 の 申 請 ）  

第 ９ 条  補 助 事 業 者 は 、 第 ６ 条 第 １ 項 の 申 請 書 若 し く は 同 項 各 号 に

掲 げ る 書 類 に 記 載 し た 事 項 を 変 更 し 、 又 は 補 助 対 象 事 業 を 中 止

し よ う と す る と き は 、 江 田 島 市 住 宅 耐 震 化 事 業 変 更 （ 中 止 ） 承

認 申 請 書 （ 様 式 第 ６ 号 ） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 、 書 類 の 記 載 事 項 を 変 更 し よ う と す る 補 助 対

象 者 は 、 当 該 変 更 に 係 る も の そ の 他 当 該 変 更 の 内 容 が 記 載 さ れ

た 書 類 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  

３  市 長 は 、 第 １ 項 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た 場 合 に お い て 、 そ の



内 容 が 適 当 で あ る と 認 め る と き は 、 江 田 島 市 住 宅 耐 震 化 事 業 変

更 （ 中 止 ） 承 認 通 知 書 （ 様 式 第 ７ 号 ） に よ り 、 そ の 旨 を 当 該 補

助 事 業 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

４  第 ７ 条 第 ２ 項 の 規 定 は 、 前 項 の 場 合 に つ い て 準 用 す る 。  

 （ 実 績 報 告 ）  

第 １ ０ 条  補 助 事 業 者 は 、 補 助 対 象 工 事 が 完 了 し た 日 か ら 起 算 し て

４ ０ 日 を 経 過 す る 日 又 は 補 助 金 の 交 付 の 決 定 が あ っ た 日 の 属 す

る 年 度 の １ 月 末 日 の い ず れ か 早 い 日 ま で に 、 江 田 島 市 住 宅 耐 震

化 事 業 実 績 報 告 書 （ 様 式 第 ８ 号 ） に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 、

市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 (１ ) 補 助 対 象 事 業 の 着 手 前 、 工 事 中 及 び 完 了 時 の 状 況 を 確 認 す

る こ と が で き る 写 真  

 (２ ) 工 事 監 理 報 告 書 （ 様 式 第 ９ 号 ） （ 耐 震 改 修 事 業 を 行 っ た 者

に 限 る 。 ）  

 (３ ) 補 助 対 象 事 業 に 要 し た 費 用 の 請 求 書 及 び 領 収 書 の 写 し  

 (４ ) そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

２  居 住 予 定 者 に あ っ て は 、 前 項 各 号 に 掲 げ る 書 類 の ほ か 、 住 民 票

の 写 し （ 耐 震 改 修 事 業 に お い て は 補 助 対 象 住 宅 、 現 地 建 替 え 事

業 に お い て は 新 た に 建 築 し た 住 宅 に 居 住 し て い る こ と を 確 認 す

る こ と が で き る も の ） を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  

３  現 地 建 替 え 事 業 を 行 っ た 補 助 事 業 者 に あ っ て は 、 前 ２ 項 に 掲 げ

る 書 類 の ほ か 、 新 た に 建 築 し た 住 宅 の 検 査 済 証 の 写 し を 添 付 し

な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 基 準 法 第 ６ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 確

認 を 要 し な い 場 合 に あ っ て は 、 こ の 限 り で な い 。  

４  非 現 地 建 替 え 事 業 を 行 っ た 補 助 事 業 者 に あ っ て は 、 第 １ 項 各 号

に 掲 げ る 書 類 の ほ か 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 し な け れ ば な ら な

い 。  

 (１ ) 新 た に 建 築 し た 住 宅 の 検 査 済 証 の 写 し （ 基 準 法 第 ６ 条 第 １

項 に 規 定 す る 確 認 を 要 す る 場 合 に 限 る 。 ）  

 (２ ) 住 民 票 の 写 し （ 新 た に 建 築 し た 住 宅 に 居 住 し た こ と を 確 認



す る こ と が で き る も の ）  

５  除 却 事 業 を 行 っ た 補 助 事 業 者 に あ っ て は 、 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る

書 類 の ほ か 、 住 民 票 の 写 し （ 新 た に 建 築 し た 住 宅 に 居 住 し た こ

と を 確 認 す る こ と が で き る も の ） を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  

６  第 ４ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、 倒 壊 の 危 険 性 が 認 め ら れ る ブ ロ ッ

ク 塀 に つ い て 状 況 の 改 善 を 行 っ た 者 に あ っ て は 、 第 １ 項 各 号 に

掲 げ る 書 類 の ほ か 、 写 真 等 改 善 の 状 況 を 確 認 す る こ と が で き る

書 類 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 補 助 金 の 額 の 確 定 ）  

第 １ １ 条  市 長 は 、 前 条 の 報 告 書 の 提 出 が あ っ た 場 合 は 、 そ の 内 容

を 審 査 し 、 適 当 で あ る と 認 め た と き は 、 交 付 す べ き 補 助 金 の 額

を 確 定 し 、 そ の 旨 を 江 田 島 市 住 宅 耐 震 化 事 業 補 助 金 額 確 定 通 知

書 （ 様 式 第 １ ０ 号 ） に よ り 、 当 該 補 助 事 業 者 に 通 知 す る も の と

す る 。  

 （ 補 助 金 の 交 付 の 請 求 ）  

第 １ ２ 条  補 助 事 業 者 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た と き は 、

江 田 島 市 住 宅 耐 震 化 事 業 補 助 金 交 付 請 求 書 （ 様 式 第 １ １ 号 ） を

市 長 に 提 出 し て 、 補 助 金 の 交 付 を 請 求 す る も の と す る 。  

 （ 調 査 及 び 報 告 ）  

第 １ ３ 条  市 長 は 、 補 助 金 の 適 正 な 交 付 を 確 保 す る た め 必 要 が あ る

と 認 め る と き は 、 補 助 事 業 者 に 対 し 、 補 助 対 象 事 業 の 実 施 状 況

そ の 他 補 助 金 に 関 す る 事 項 に つ い て 報 告 を 求 め 、 又 は 当 該 補 助

事 業 者 の 同 意 を 得 て 、 当 該 補 助 金 に 係 る 帳 簿 、 書 類 そ の 他 の 物

件 を 調 査 す る こ と が で き る 。  

 （ 交 付 の 決 定 の 取 消 し 等 ）  

第 １ ４ 条  市 長 は 、 規 則 第 ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 補 助 金 の 交 付 の

決 定 を 取 り 消 し 、 又 は 条 件 を 変 更 す る と き は 、 江 田 島 市 住 宅 耐

震 化 事 業 補 助 金 交 付 決 定 取 消 （ 変 更 ） 通 知 書 （ 様 式 第 １ ２ 号 ）

に よ り 通 知 す る も の と す る 。  

２  市 長 は 、 規 則 第 １ ８ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 補 助 金 の 交 付 の 決 定



の 全 部 又 は 一 部 を 取 り 消 し た と き は 、 江 田 島 市 住 宅 耐 震 化 事 業

補 助 金 交 付 決 定 （ 一 部 ・ 全 部 ） 取 消 通 知 書 （ 様 式 第 １ ３ 号 ） に

よ り 通 知 す る も の と す る 。  

 （ 補 助 金 の 返 還 ）  

第 １ ５ 条  市 長 は 、 規 則 第 １ ９ 条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 補

助 金 の 返 還 を 命 ず る と き は 、 江 田 島 市 住 宅 耐 震 化 事 業 補 助 金 返

還 命 令 書 （ 様 式 第 １ ４ 号 ） に よ り 行 う も の と す る 。  

 （ 他 の 補 助 金 等 と の 関 係 ）  

第 １ ６ 条  他 の 国 又 は 県 の 補 助 金 等 の 交 付 を 受 け る 場 合 は 、 こ の 事

業 の 対 象 と し な い 。 た だ し 、 補 助 金 の 交 付 対 象 と な る 工 事 が 明

確 に 切 り 分 け ら れ る と き で 、 他 の 補 助 金 等 の 交 付 を 受 け る 部 分

を 除 く 部 分 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。  

 （ 帳 簿 等 の 整 備 ）  

第 １ ７ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け た 者 は 、 補 助 対 象 事 業 に 係 る 証 拠 書

類 の 整 理 及 び 経 理 を 明 ら か に す る 帳 簿 の 作 成 を 行 い 、 補 助 対 象

事 業 の 完 了 後 ５ 年 間 保 存 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ そ の 他 ）  

第 １ ８ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 要 綱 の 施 行 に 関 し 必

要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に 定 め る 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 江 田 島 市 木 造 住 宅 耐 震 改 修 設 計 事 業 補 助 金 交 付 要 綱 及 び 江 田 島

市 木 造 住 宅 耐 震 改 修 工 事 補 助 金 交 付 要 綱 の 廃 止 ）  

第 ２ 条  次 に 掲 げ る 要 綱 は 、 廃 止 す る 。  

 (１ ) 江 田 島 市 木 造 住 宅 耐 震 改 修 設 計 事 業 補 助 金 交 付 要 綱 （ 平 成

３ １ 年 ４ 月 ２ ６ 日 制 定 ）  

 (２ ) 江 田 島 市 木 造 住 宅 耐 震 改 修 工 事 補 助 金 交 付 要 綱 （ 平 成 ３ １

年 ４ 月 ２ ６ 日 制 定 ）  

別 表 (第 ５ 条 関 係 ) 



補 助 対 象 事 業  補 助 対 象 経 費  

（ 消 費 税 を 除 く 。 ）  

補 助 率  限 度 額  

耐 震 改 修 事 業  耐 震 改 修 工 事 費 （ 工 事

監 理 費 を 除 く 。 ）  

１ ０ ０ 分 の

８ ０ 以 内  

１ １ ５ 万

円  

現 地 建 替 え 事 業  現 地 建 替 え 工 事 費  １ ０ ０ 分 の

８ ０ 以 内  

１ １ ５ 万

円  

非 現 地 建 替 え 事 業  除 却 工 事 費  １ ０ ０ 分 の

２ ３ 以 内  

９ ７ 万 ８ ,

０ ０ ０ 円  

除 却 事 業  除 却 工 事 費  １ ０ ０ 分 の

２ ３ 以 内  

９ ７ 万 ８ ,

０ ０ ０ 円  

 備 考  補 助 対 象 経 費 に 補 助 率 を 乗 じ た 額 に １ ,０ ０ ０ 円 未 満 の 端

数 が あ る と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て る も の と す る 。  

様 式  略  


